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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、名古屋工場において棚卸資産の過大計上などの過年度決算の訂正の対象となり得る不適切な会計処理が行

われていることが判明したため、平成29年９月７日に外部の有識者等を構成員に含む調査委員会を設置し、事実関係

の確認及び全容解明に向け調査を行いました。

平成29年12月４日に調査委員会による調査報告書を受領し、当社は、棚卸資産の過大計上などによる不適切な会計

処理の影響のある過年度の決算を訂正するとともに、平成25年３月期から平成29年３月期までの有価証券報告書及び

平成27年３月期の第３四半期から平成30年３月期の第１四半期までの四半期報告書について訂正を行うことといたし

ました。

　

これらの決算訂正により、当社が平成27年２月12日に提出いたしました第64期第３四半期（自　平成26年10月１

日　至　平成26年12月31日）に係る四半期報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の

４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

なお、訂正後の四半期財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けており、その

四半期レビュー報告書を添付しております。

 
２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第４　経理の状況

２　監査証明について

１　四半期財務諸表

四半期レビュー報告書

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第63期

第３四半期累計期間
第64期

第３四半期累計期間
第63期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (千円) 4,928,561 6,087,694 6,940,190

経常利益 (千円) 354,741 410,885 468,728

四半期(当期)純利益 (千円) 182,366 210,532 241,996

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 275,500 275,500 275,500

発行済株式総数 (千株) 20,687 20,687 20,687

純資産額 (千円) 2,712,279 2,939,770 2,780,121

総資産額 (千円) 8,413,568 10,082,162 8,316,230

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 8.91 10.29 11.82

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 2.50

自己資本比率 (％) 32.2 29.2 33.4
 

 

回次
第63期

第３四半期会計期間
第64期

第３四半期会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 3.47 6.51
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれていない。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載していない。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。

４．当社は四半期連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載していない。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間における、事業の内容に重要な変更はない。また、関係会社の異動はない。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はない。

 なお、重要事象等は存在していない。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものである。

　

(1) 業績の状況　

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げによる内需の落ち込みはあったものの、政府の

経済政策や日銀の金融緩和を背景に企業収益や雇用情勢の改善、設備投資の増加等、景気は緩やかな回復基調で推

移した。

当社の主な関連業界である建設及び住宅業界においては、復興工事の本格化や社会インフラの改修整備工事の増

加等により建設投資は引き続き高水準を維持した。しかし、一方では人手不足や建設資材の高騰による先行き不安

も残っている。

このような状況の中、当社は仮設関連の旺盛な需要に応えるべく、保有機材の補充や生産体制の強化に努めた結

果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高60億８千７百万円（前年同四半期比23.5％増）と増収となった。

利益面においては、増収効果により営業利益４億３千２百万円（前年同四半期比16.3％増）、経常利益４億１千

万円（前年同四半期比15.8％増）、四半期純利益２億１千万円（前年同四半期比15.4％増）となった。

　

セグメントの状況は次のとおりである。

　

① 仮設機材販売

社会インフラ整備等による軽仮設機材の品薄感から、仮設機材リース業者の安全機材への購買意欲は堅調だっ

た。主力製品のアルミスカイガードや幅木等の安全機材を中心に製品販売は前年を大きく上回り、売上高は22億６

千６百万円（前年同四半期比35.5％増）と増収となった。セグメント利益は１億５千７百万円（前年同四半期比

44.0％増）の増益となった。

② 仮設機材賃貸

大都市圏を中心とした維持修繕工事、再開発工事等の増加により軽仮設機材の稼働率は高水準を維持した。一

方、人手不足や建設資材の高騰により工事着工遅れ等が発生し、売上高は21億３千５百万円（前年同四半期比0.0%

増）と横ばいとなった。セグメント利益は３億５千２百万円（前年同四半期比10.3％増）で増益となった。

③ 開発営業

高速道路用吊り足場及びくさび緊結式足場のＯＥＭ製造や集合住宅鉄骨加工の増加により、売上高は16億８千５

百万円（前年同四半期比50.3％増）と増収となった。これに対し利益面では、新規案件のイニシャルコスト等がか

さみ、セグメント損失は７千２百万円（前年同四半期はセグメント損失５千２百万円）となった。

　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はな

い。

　

(3) 研究開発活動

当第３四半期累計期間における当社の研究開発活動に係る費用の総額は６千４百万円である。なお、当第３四半

期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

計 60,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,687,400 20,687,400
東京証券取引所
（市場第２部）

単元株式数は1,000株である。

計 20,687,400 20,687,400 ― ―
 

(注)　発行済株式のうち、6,637,500株は、現物出資(借入金531百万円の株式化)により発行されたものである。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年10月１日～
平成26年12月31日

─ 20,687,400 ─ 275,500 ─ 526,043
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成26年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしている。

 

① 【発行済株式】

平成26年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等)  ― ― ―

議決権制限株式(その他)  ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 229,000 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 20,237,000 20,237 ―

単元未満株式 普通株式 221,400 ― ―

発行済株式総数  20,687,400 ― ―

総株主の議決権  ― 20,237 ―
 

(注)　「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、1,000株(議決権の数１個)含

まれている。

 

② 【自己株式等】

  平成26年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

中央ビルト工業株式会社
東京都中央区日本橋
富沢町11番12号

229,000 ─ 229,000 1.1

計  229,000 ─ 229,000 1.1
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項なし。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成している。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間(平成26年10月１日から平成26

年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期財務諸表につ

いて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けている。

また、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しているが、訂正

後の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けている。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がないため、四半期連結財務諸表は作成していない。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 745,808 1,120,653

  受取手形 ※１、※２  552,561 ※１、※２  843,980

  売掛金 1,339,259 1,506,177

  製品 380,414 561,244

  仕掛品 185,808 349,821

  原材料及び貯蔵品 423,077 764,228

  繰延税金資産 24,422 9,080

  未収入金 ※１  162,610 ※１  194,418

  その他 12,203 24,629

  貸倒引当金 △3,370 △4,338

  流動資産合計 3,822,794 5,369,896

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 1,886,944 1,901,085

    減価償却累計額 △1,614,278 △1,625,590

    建物（純額） 272,666 275,494

   構築物 610,208 611,758

    減価償却累計額 △573,342 △578,201

    構築物（純額） 36,866 33,557

   機械及び装置 1,897,280 1,925,893

    減価償却累計額 △1,814,860 △1,778,154

    機械及び装置（純額） 82,420 147,738

   貸与資産 8,986,753 9,226,302

    減価償却累計額 △8,397,922 △8,494,506

    貸与資産（純額） 588,830 731,795

   車両運搬具 79,666 71,948

    減価償却累計額 △79,666 △71,948

    車両運搬具（純額） 0 0

   工具、器具及び備品 244,299 256,275

    減価償却累計額 △236,886 △239,486

    工具、器具及び備品（純額） 7,412 16,788

   土地 3,177,361 3,177,361

   建設仮勘定 ― 11,216

   リース資産 241,731 241,731

    減価償却累計額 △102,246 △128,011

    リース資産（純額） 139,484 113,720

   有形固定資産合計 4,305,041 4,507,673

  無形固定資産 6,812 8,707

  投資その他の資産   

   投資有価証券 49,640 53,626

   繰延税金資産 29,419 33,926

   その他 113,534 119,344

   貸倒引当金 △11,012 △11,012

   投資その他の資産合計 181,581 195,884

  固定資産合計 4,493,436 4,712,265

 資産合計 8,316,230 10,082,162
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 ※２  941,541 ※２  1,747,930

  買掛金 659,245 919,584

  短期借入金 1,800,000 1,530,000

  1年内返済予定の長期借入金 340,800 498,456

  未払法人税等 137,009 86,443

  賞与引当金 29,222 ―

  役員賞与引当金 22,200 17,250

  その他 294,018 348,011

  流動負債合計 4,224,037 5,147,675

 固定負債   

  長期借入金 1,027,200 1,688,930

  退職給付引当金 98,625 112,892

  役員退職慰労引当金 67,662 ―

  長期未払金 ― 98,464

  その他 118,584 94,428

  固定負債合計 1,312,071 1,994,716

 負債合計 5,536,109 7,142,392

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 275,500 275,500

  資本剰余金 526,043 526,043

  利益剰余金 1,981,194 2,140,552

  自己株式 △21,155 △22,819

  株主資本合計 2,761,582 2,919,276

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 18,538 20,493

  評価・換算差額等合計 18,538 20,493

 純資産合計 2,780,121 2,939,770

負債純資産合計 8,316,230 10,082,162
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 4,928,561 6,087,694

売上原価 3,815,438 4,832,303

売上総利益 1,113,122 1,255,391

販売費及び一般管理費 741,327 822,988

営業利益 371,795 432,403

営業外収益   

 受取利息 252 360

 受取配当金 1,188 1,056

 受取地代家賃 3,988 3,493

 雑収入 6,751 1,187

 営業外収益合計 12,181 6,098

営業外費用   

 支払利息 24,746 22,332

 雑支出 4,488 5,283

 営業外費用合計 29,235 27,615

経常利益 354,741 410,885

特別損失   

 固定資産除売却損 ― 1,617

 臨時損失 17,100 ―

 特別損失合計 17,100 1,617

税引前四半期純利益 337,641 409,267

法人税、住民税及び事業税 138,883 188,981

法人税等調整額 16,391 9,754

法人税等合計 155,274 198,735

四半期純利益 182,366 210,532
 

EDINET提出書類

中央ビルト工業株式会社(E00091)

訂正四半期報告書

10/16



【注記事項】

(追加情報)

(役員退職慰労引当金)

当社は従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上し

ていたが、定時株主総会及び取締役会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議した。これに

伴い、「役員退職慰労引当金」を取り崩し、打ち切り支給額の未払額98,464千円については、固定負債の「長期未

払金」として表示している。

 

(四半期貸借対照表関係)

※１　手形債権流動化による受取手形の譲渡高及び支払留保額

 
　 前事業年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

受取手形の譲渡高 348,880千円 536,478千円

支払留保額 156,008 〃 187,863 〃
 

 

※２　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。なお、当第３

四半期会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が、四半期会計期間

末残高に含まれている。

 
　 前事業年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

受取手形 ― 35,798千円

支払手形 ― 281,111 〃
 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュフロー計算書は作成していない。なお、第３四半期累計期間に係

る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりである。

 

 
前第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

減価償却費 307,154千円 314,306千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月21日
定時株主総会

普通株式 51,232 2.50 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項なし。

 

当第３四半期累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月20日
定時株主総会

普通株式 51,174 2.50 平成26年３月31日 平成26年６月23日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項なし。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：千円)

 
報告セグメント

合計
仮設機材販売 仮設機材賃貸 開発営業

 売上高     

　外部顧客への売上高 1,672,322 2,134,747 1,121,490 4,928,561

計 1,672,322 2,134,747 1,121,490 4,928,561

　セグメント利益又は損失(△) 109,187 319,631 △52,257 376,562
 

(注) 第１四半期会計期間より、報告セグメントの名称を「鉄構開発営業」から「開発営業」へ変更している。当該変

更については、名称変更のみであり、セグメント区分の変更はない。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

     (単位：千円)

利益 金額

　報告セグメント計 376,562

　全社費用　(注) △4,767

　四半期損益計算書の営業利益 371,795
 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費である。

 

Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：千円)

 
報告セグメント

合計
仮設機材販売 仮設機材賃貸 開発営業

 売上高     

　外部顧客への売上高 2,266,388 2,135,771 1,685,534 6,087,694

計 2,266,388 2,135,771 1,685,534 6,087,694

　セグメント利益又は損失(△) 157,251 352,594 △72,221 437,625
 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異

調整に関する事項)

     (単位：千円)

利益 金額

　報告セグメント計 437,625

　全社費用　(注) △5,222

　四半期損益計算書の営業利益 432,403
 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費である。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 

項目
前第３四半期累計期間

(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

   １株当たり四半期純利益金額 8円91銭 10円29銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 182,366 210,532

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 182,366 210,532

   普通株式の期中平均株式数(千株) 20,477 20,460
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成２９年１２月２６日

 
 

中央ビルト工業株式会社

　取   締   役   会　御中
 
 

 

有限責任監査法人トーマツ
 
 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　菊　　地　　　　　徹　　㊞

 

　

 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中央ビルト

工業株式会社の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの第６４期事業年度の第３四半期会計期間(平成２６

年１０月１日から平成２６年１２月３１日まで)及び第３四半期累計期間(平成２６年４月１日から平成２６年１２月３

１日まで)に係る訂正後の四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、中央ビルト工業株式会社の平成２６年１２月３１日現在の財政状態及び同

日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかった。

　

その他の事項

四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期財務諸表を訂正している。なお、当

監査法人は、訂正前の四半期財務諸表に対して、平成２７年２月１０日に四半期レビュー報告書を提出した。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

 
 

(注) １　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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